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厚木市公告 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号）第８条

第１項の規定を踏まえ、厚木市ふれあいプラザ再整備事業を実施する民間事業者の公募による選定につい

て、「地方自治法施行令」（昭和22年政令第16号）第167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札を

行うため、同施行令第167条の６及び厚木市契約規則第３条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

令和２年１月31日 

厚木市長 小 林 常 良 

 

第１ 入札に付する事項 

１ 事業の名称 

厚木市ふれあいプラザ再整備事業 

 

２ 事業場所 

神奈川県厚木市金田1156番地 

 

３ 事業概要 

厚木市ふれあいプラザ再整備事業（以下「本事業」という。）は、民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）に基づく事業として、厚木市ふれあ

いプラザを設計・建設し、これを維持管理・運営するものである。 

なお、落札事業者は、本事業の実施に当たり、特別目的会社（以下「SPC」という。）を会社法（平

成17年法律第86号）に定める株式会社として厚木市内に設立するものとする。 

 

４ 事業期間  

事業契約締結日から令和21年３月31日まで 

 

５ 予定価格  

本事業の予定価格は、次のとおりとする。 

４，５５１，０３１，０００円（消費税及び地方消費税の額を含まない。） 

ただし、消費税及び地方消費税を加えた額は、金５，００３，８００，７００円を超えないこと。 

 

第２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札説明書に示す、入札参加者に関する条件等の項のとおりとし、この要件を全て満たすものと

する。 
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第３ 入札手続に関する事項 

１ 本入札及び契約に関する担当部署 

担 当 部 署：厚木市 環境農政部 環境事業課 環境施設担当 

住 所：〒243-8511 神奈川県厚木市金田1641番地１ 

      （厚木市環境センター１階事務室） 

電 話：（046）225-2781 

電子メール：3300@city.atsugi.kanagawa.jp 

 

２ 入札説明書等の公表 

入札説明書、要求水準書、落札事業者決定基準書、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集等

（以下、総称して「入札説明書等」という。）は、公告日から次のホームページで公表する。 

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 

 

３ 入札説明書等に関する説明会参加の申込 

(1) 受付日時 

令和２年１月31日（金）午前９時から令和２年２月３日（月）午後３時まで 

(2) 提出方法 

電子メール 

(3) 提出先 

    上記１に同じ 

(4) その他 

    入札説明書を参照 
 

４ 入札説明書等に関する質問の受付 

(1) 受付日時 

令和２年２月12日（水）午前９時から令和２年２月13日（木）午後３時まで 

(2) 提出方法 

電子メール 

(3) 提出先 

    上記１に同じ 

(4) その他 

    入札説明書を参照 
 

５ 参加表明書等の受付 

(1) 受付期間 

令和２年３月11日（水）午前９時から令和２年３月12日（木）午後３時まで 

(2) 提出方法 

持参 

(3) 提出先 

上記１に同じ 

 



3 

(4) その他 

入札説明書を参照 

 

６ 入札提案書類の受付 

(1) 受付期間 

令和２年６月22日（月）午前９時から令和２年６月23日（火）午後３時まで 

(2) 提出方法 

持参 

(3) 提出先 

上記１に同じ 

(4) その他 

入札説明書を参照 

 

第４ 落札事業者の決定 

入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第

167条の10の２に規定する総合評価一般競争入札により落札事業者を決定する。 

 

第５ その他 

１ 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

入札及び契約に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法（平成４年法律第 51 号）に定

めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

２ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

免除 

(2) 契約保証金 

    要 
 

３ 入札の無効 

入札説明書に示した入札に参加する資格のない者のした入札、入札参加者に求められた義務を履

行しなかった者の入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 

４ 契約の締結 

落札事業者は、事業契約に向けての基本協定を市と締結し、速やかにSPCを設立する。これをも

って、市とSPCが本事業に関する仮契約を締結するものとし、事業契約は、その後、厚木市議会に

おける議決を得られた日をもって効力が発生する。 

 

５ その他 

本公告によるもののほか、詳細な必要事項は入札説明書等を参照すること。なお、提出された書

類については返却しない。 


